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規 則  

 

 横 浜 市 中 央 卸 売 市 場 条 例 施 行 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。  

   令 和 ２ 年 ６ 月 19 日  

                 横 浜 市 長  林    文  子  

横 浜 市 規 則 第 56 号  

   横 浜 市 中 央 卸 売 市 場 条 例 施 行 規 則  

 横 浜 市 中 央 卸 売 市 場 業 務 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 47 年 ３ 月 横 浜 市 規 則  

第 25 号 ） の 全 部 を 改 正 す る 。  
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 第 ６ 章  雑 則 （ 第 67 条 ― 第 69 条 ）  

 附 則  

   第 １ 章  総 則  

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 規 則 は 、 横 浜 市 中 央 卸 売 市 場 条 例 （ 令 和 元 年 12 月 横 浜

市 条 例 第 36 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項

を 定 め る も の と す る 。  

 （ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 規 則 に お け る 用 語 の 意 義 は 、 卸 売 市 場 法 （ 昭 和 46 年 法

律 第 35 号 ） 及 び 条 例 の 例 に よ る 。  

 （ 取 扱 品 目 に 係 る そ の 他 の 食 料 品 及 び 飲 料 ）  

第 ３ 条  条 例 第 ７ 条 第 １ 項 の 規 則 で 定 め る そ の 他 の 食 料 品 及 び 飲 料

は 、 次 の と お り と す る 。  

(1)  本 場  

ア  青 果 部  加 工 さ れ た 食 料 品 （ 野 菜 又 は 果 実 の 加 工 品 を 除 く

。 ） 及 び 酒 税 法 （ 昭 和 28 年 法 律 第 ６ 号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 の 酒 類

（ 以 下 「 酒 類 」 と い う 。 ） を 除 く 飲 料  

イ  水 産 物 部  加 工 さ れ た 食 料 品 （ 生 鮮 水 産 物 の 加 工 品 を 除 く

。 ） 及 び 酒 類 を 除 く 飲 料  

(2)  食 肉 市 場  
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   食 肉 部  加 工 さ れ た 食 料 品 （ 肉 類 の 加 工 品 を 除 く 。 ） 及 び 酒  

類 を 除 く 飲 料  

２  条 例 第 ７ 条 第 ２ 項 の 規 則 で 定 め る そ の 他 の 食 料 品 及 び 飲 料 は 、

加 工 さ れ た 食 料 品 （ 食 鳥 又 は 鳥 卵 の 加 工 品 を 除 く 。 ） 及 び 酒 類 を

除 く 飲 料 と す る 。  

   第 ２ 章  市 場 関 係 事 業 者  

第 １ 節  卸 売 業 者  

（ 卸 売 業 務 の 許 可 申 請 ）  

第 ４ 条  条 例 第 ９ 条 第 １ 項 の 許 可 を 受 け よ う と す る 者 は 、 卸 売 の 業

務 を 行 お う と す る 日 の 60 日 前 （ 卸 売 業 者 を 公 募 す る 場 合 は 、 公 募

に 当 た り 市 長 が 定 め る 期 日 ） ま で に 、 申 請 書 を 市 長 に 提 出 し な け

れ ば な ら な い 。  

２  条 例 第 ９ 条 第 ４ 項 の 規 則 で 定 め る 書 類 は 、 次 に 掲 げ る も の と す

る 。  

(1)  定 款  

(2)  登 記 事 項 証 明 書  

(3)  役 員 の 履 歴 書 及 び 住 民 票 記 載 事 項 証 明 書 並 び に 役 員 に つ い て

市 区 町 村 長 が 発 行 す る 身 分 証 明 書  

(4)  申 請 日 が 属 す る 事 業 年 度 の 前 事 業 年 度 及 び 前 々 事 業 年 度 の 卸  

売 市 場 法 施 行 規 則 （ 昭 和 46 年 農 林 省 令 第 52 号 。 以 下 「 省 令 」 と

い う 。 ） 別 記 様 式 第 ２ 号 の 例 に よ り 作 成 し た 事 業 報 告 書 （ 業 務

の 実 績 が な い 前 事 業 年 度 又 は 前 々 事 業 年 度 に あ っ て は 、 当 該 事

業 報 告 書 に 類 す る 書 類 と し て 市 長 が 認 め る も の ）  

(5)  申 請 日 が 属 す る 月 の 前 月 の 合 計 残 高 試 算 表 （ 前 月 の 業 務 の 実  

績 が な い 場 合 に あ っ て は 、 当 該 合 計 残 高 試 算 表 に 類 す る 書 類 と

し て 市 長 が 認 め る も の ）  

(6)  市 場 に お け る 卸 売 の 業 務 を 始 め よ う と す る 日 が 属 す る 事 業 年  

度 及 び 翌 事 業 年 度 の 事 業 計 画 書  

(7)  受 託 契 約 約 款 の 案  

(8)  申 請 者 が 、 条 例 第 ９ 条 第 ５ 項 第 ２ 号 及 び 第 ３ 号 に 該 当 し な い  

こ と を 誓 約 す る 書 面  

(9)  役 員 が 、 条 例 第 ９ 条 第 ５ 項 第 ５ 号 イ か ら エ ま で 及 び キ に 規 定

す る 者 に 該 当 し な い こ と を 誓 約 す る 書 面  

(10)  申 請 者 が 、 条 例 第 ９ 条 第 ５ 項 第 10 号 及 び 第 11 号 に 該 当 し な い  

こ と を 誓 約 し 、 並 び に こ れ ら に つ い て 市 長 が 神 奈 川 県 警 察 本 部

長 に 照 会 す る こ と に 同 意 す る 書 面  

（ 卸 売 業 者 の 純 資 産 基 準 額 ）  

第 ５ 条  条 例 第 10 条 第 １ 項 の 規 則 で 定 め る 純 資 産 基 準 額 は 、 別 表 第

１ の と お り と す る 。  

 （ 卸 売 業 者 の 事 業 の 譲 渡 し 及 び 譲 受 け 並 び に 合 併 及 び 分 割 の 認 可  
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申 請 ）  

第 ６ 条  条 例 第 11 条 第 １ 項 の 認 可 を 受 け よ う と す る 者 は 、 次 に 掲 げ

る 事 項 を 記 載 し 、 か つ 、 譲 渡 し 及 び 譲 受 け （ そ れ ぞ れ 同 項 の 認 可

に 係 る も の に 限 る 。 ） に 係 る 全 て の 当 事 者 の 連 名 に よ る 申 請 書 を

市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

(1)  譲 渡 人 及 び 譲 受 人 の 名 称 及 び 所 在 地  

(2)  譲 り 渡 す 事 業 に 係 る 市 場 及 び 取 扱 品 目 の 部 類  

(3)  譲 渡 し 及 び 譲 受 け の 予 定 年 月 日  

(4)  譲 渡 し 及 び 譲 受 け を す る 理 由  

２  条 例 第 11 条 第 ２ 項 の 認 可 を 受 け よ う と す る 者 は 、 次 に 掲 げ る 事

項 を 記 載 し 、 か つ 、 合 併 又 は 分 割 （ そ れ ぞ れ 同 項 の 認 可 に 係 る も

の に 限 る 。 ） に 係 る 全 て の 当 事 者 の 連 名 に よ る 申 請 書 を 市 長 に 提

出 し な け れ ば な ら な い 。  

(1)  合 併 又 は 分 割 の 当 事 者 の 名 称 及 び 所 在 地  

(2)  合 併 後 存 続 す る 法 人 若 し く は 合 併 に よ り 設 立 さ れ る 法 人 又 は  

分 割 に よ り 市 場 に お け る 卸 売 の 業 務 を 承 継 す る 法 人 の 名 称 及 び

所 在 地  

(3)  合 併 又 は 分 割 に よ り 承 継 さ せ る 市 場 に お け る 卸 売 の 業 務 に 係  

る 市 場 及 び 取 扱 品 目 の 部 類  

(4)  合 併 又 は 分 割 の 方 法 及 び 条 件  

(5)  合 併 又 は 分 割 の 予 定 年 月 日  

(6)  合 併 又 は 分 割 を す る 理 由  

３  第 ４ 条 第 ２ 項 の 規 定 は 、 条 例 第 11 条 第 ４ 項 に お い て 準 用 す る 条

例 第 ９ 条 第 ４ 項 の 規 則 で 定 め る 書 類 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合

に お い て 、 市 長 は 、 当 該 申 請 に 係 る 事 業 の 譲 渡 し 及 び 譲 受 け 又 は

法 人 の 合 併 若 し く は 分 割 の 方 法 、 内 容 等 に 応 じ 、 第 ４ 条 第 ２ 項 に

掲 げ る 書 類 に 加 え て 必 要 が あ る と 認 め る 書 類 の 添 付 を 求 め 、 又 は

必 要 が な い と 認 め る 書 類 の 添 付 を 省 略 さ せ る こ と が で き る 。  

（ 卸 売 業 者 の 預 託 す べ き 保 証 金 の 額 ）  

第 ７ 条  条 例 第 14 条 第 １ 項 の 規 則 で 定 め る 保 証 金 の 額 は 、 別 表 第 ２

の と お り と す る 。  

（ 保 証 金 に 充 て る こ と が で き る 有 価 証 券 の 価 額 ）  

第 ８ 条  条 例 第 14 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 有 価 証 券 を も っ て 保 証 金 に

充 て る 場 合 に お け る 当 該 有 価 証 券 の 価 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 有

価 証 券 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。  

(1)  横 浜 市 公 債 証 券  額 面 金 額  

(2)  そ の 他 の 有 価 証 券  額 面 金 額 の  100 分 の 90 に 相 当 す る 額  

（ 卸 売 業 者 の 事 業 報 告 書 記 載 事 項 の 報 告 ）  

第 ９ 条  卸 売 業 者 は 、 事 業 報 告 書 に 記 載 す べ き 事 項 に つ い て 株 主 総

会 又 は 社 員 総 会 で 決 議 が あ っ た と き は 、 当 該 決 議 の 内 容 を 記 載 し
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た 書 面 に よ り 、 速 や か に 市 長 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 卸 売 業 者 の 行 う 卸 売 の 補 助 ）  

第 10 条  卸 売 業 者 は 、 効 率 的 な 流 通 の 確 保 が 困 難 な 特 殊 な 野 菜 に つ

い て 、 市 場 の 流 通 秩 序 と 卸 売 の 業 務 の 適 正 か つ 健 全 な 運 営 を 阻 害

す る お そ れ が な い と き に 限 り 、 あ ら か じ め 、 市 長 の 承 認 を 受 け て

、 当 該 卸 売 業 者 に 卸 売 の た め の 販 売 の 委 託 を し た 生 産 者 そ の 他 の

出 荷 者 に 卸 売 を 補 助 さ せ る こ と が で き る 。  

 （ せ り 人 の 登 録 申 請 ）  

第 11 条  条 例 第 20 条 第 １ 項 の 登 録 を 受 け よ う と す る 卸 売 業 者 は 、 申

請 書 に 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 、 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い

。  

(1)  履 歴 書  

(2)  住 民 票 記 載 事 項 証 明 書  

(3)  市 区 町 村 長 が 発 行 す る 身 分 証 明 書  

(4)  写 真  

(5)  申 請 に 係 る せ り 人 が 、 条 例 第 20 条 第 ４ 項 第 ２ 号 及 び 第 ４ 号 に

該 当 し な い こ と を 誓 約 す る 書 面  

(6)  申 請 に 係 る せ り 人 が 、 条 例 第 20 条 第 ４ 項 第 ６ 号 に 該 当 し な い

こ と を 誓 約 し 、 及 び こ れ に つ い て 市 長 が 神 奈 川 県 警 察 本 部 長 に

照 会 す る こ と に 同 意 す る 書 面  

（ せ り 人 登 録 証 等 ）  

第 12 条  条 例 第 20 条 第 ３ 項 の 登 録 証 は 、 せ り 人 登 録 証 （ 第 １ 号 様 式

） と す る 。  

２  市 長 は 、 前 項 の せ り 人 登 録 証 の 交 付 を 受 け た せ り 人 に 対 し 、 せ

り 人 章 （ 第 ２ 号 様 式 ） を 交 付 す る も の と す る 。  

３  せ り 人 は 、 条 例 第 23 条 の 規 定 に よ り せ り 人 の 登 録 を 消 除 さ れ た

と き は 、 直 ち に 、 第 １ 項 の せ り 人 登 録 証 及 び 前 項 の せ り 人 章 を 市

長 に 返 還 し な け れ ば な ら な い 。  

（ せ り 人 の 試 験 の 方 法 等 ）  

第 13 条  条 例 第 20 条 第 ５ 項 の 試 験 を 受 験 で き る 者 は 、 市 場 の 卸 売 業

者 が 行 う 卸 売 の 業 務 に つ い て ３ 年 以 上 の 経 験 を 有 し 、 か つ 、 受 験

の 日 の 直 前 の ４ 月 １ 日 に お い て 満 21 歳 以 上 で あ る 者 と す る 。  

２  条 例 第 20 条 第 ５ 項 の 試 験 は 、 次 に 掲 げ る 科 目 に つ い て 、 筆 記 、

口 述 そ の 他 の 方 法 に よ り 行 う も の と す る 。  

(1)  法 律 及 び 経 済 に 関 す る 一 般 常 識  

(2)  市 場 の 業 務 に 関 す る 法 令 に つ い て の 専 門 的 知 識  

(3)  せ り 人 の 業 務 を 行 う の に 必 要 な 実 務 上 の 知 識  

３  市 長 は 、 せ り 人 の 試 験 を 受 験 す る 者 に つ い て 、 一 定 の 経 験 又 は

能 力 を 既 に 有 す る こ と が 客 観 的 に 明 ら か で あ る 場 合 は 、 前 項 に 掲

げ る 科 目 の 一 部 の 受 験 を 免 除 す る こ と が で き る 。  
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（ せ り 人 の 登 録 更 新 申 請 ）  

第 14 条  条 例 第 21 条 第 １ 項 の 登 録 の 更 新 を 受 け よ う と す る 卸 売 業 者

は 、 申 請 書 に 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 、 市 長 に 提 出 し な け れ ば な

ら な い 。  

(1)  履 歴 書  

(2)  住 民 票 記 載 事 項 証 明 書  

(3)  市 区 町 村 長 が 発 行 す る 身 分 証 明 書  

(4)  写 真  

(5)  申 請 に 係 る せ り 人 が 、 条 例 第 20 条 第 ４ 項 第 ２ 号 及 び 第 ４ 号 に

該 当 し な い こ と を 誓 約 す る 書 面  

(6)  申 請 に 係 る せ り 人 が 、 条 例 第 20 条 第 ４ 項 第 ６ 号 に 該 当 し な い

こ と を 誓 約 し 、 及 び こ れ に つ い て 市 長 が 神 奈 川 県 警 察 本 部 長 に

照 会 す る こ と に 同 意 す る 書 面  

２  前 条 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 の 規 定 は 、 前 項 の 登 録 の 更 新 に つ い て 準

用 す る 。  

（ せ り 売 以 外 の 方 法 に よ る 販 売 担 当 者 の 届 出 ）  

第 15 条  卸 売 業 者 は 、 市 場 に お い て せ り 売 以 外 の 方 法 で 物 品 を 卸 売

し よ う と す る と き は 、 あ ら か じ め 、 条 例 第 20 条 第 ４ 項 第 １ 号 か ら

第 ４ 号 ま で 及 び 第 ６ 号 に 該 当 し な い 者 を そ の 卸 売 に 従 事 さ せ る 者

（ 以 下 「 販 売 担 当 者 」 と い う 。 ） と し て 定 め 、 当 該 販 売 担 当 者 の

氏 名 、 生 年 月 日 及 び 担 当 部 門 を 書 面 に よ り 市 長 に 届 け 出 な け れ ば

な ら な い 。 届 出 事 項 に 変 更 を 生 じ た と き も 同 様 と す る 。  

（ せ り 人 等 の 氏 名 の 明 示 ）  

第 16 条  せ り 人 は 、 せ り 売 の 業 務 に 従 事 す る と き は 、 氏 名 を 仲 卸 業

者 及 び 売 買 参 加 者 に 明 示 し な け れ ば な ら な い 。  

２  販 売 担 当 者 は 、 せ り 売 以 外 の 方 法 で の 卸 売 の 業 務 に 従 事 す る と

き は 、 氏 名 を 仲 卸 業 者 、 売 買 参 加 者 及 び 相 対 取 引 事 業 者 に 明 示 し

な け れ ば な ら な い 。  

    第 ２ 節  仲 卸 業 者  

（ 仲 卸 業 務 の 許 可 申 請 ）  

第 17 条  条 例 第 26 条 第 ４ 項 の 規 則 で 定 め る 書 類 は 、 次 に 掲 げ る も の

と す る 。  

(1)  定 款  

(2)  登 記 事 項 証 明 書  

(3)  代 表 者 の 履 歴 書 及 び 写 真  

(4)  役 員 名 簿  

(5)  役 員 に つ い て 市 区 町 村 長 が 発 行 す る 身 分 証 明 書  

(6)  貸 借 対 照 表  

(7)  損 益 計 算 書  

(8)  申 請 日 が 属 す る 月 の 前 月 の 合 計 残 高 試 算 表 （ 前 月 の 業 務 の 実  
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績 が な い 場 合 に あ っ て は 、 当 該 合 計 残 高 試 算 表 に 類 す る 書 類 と

し て 市 長 が 認 め る も の ）  

(9)  市 場 に お け る 仲 卸 し の 業 務 を 始 め よ う と す る 日 が 属 す る 事 業  

年 度 及 び 翌 事 業 年 度 の 事 業 計 画 書  

(10)  株 主 、 社 員 、 出 資 者 又 は 組 合 員 の 氏 名 又 は 名 称 及 び そ の 持 株  

数 又 は 出 資 額 を 記 載 し た 書 面  

(11)  申 請 者 が 、 条 例 第 26 条 第 ５ 項 第 ２ 号 に 該 当 し な い こ と を 誓 約  

す る 書 面  

(12)  役 員 が 、 条 例 第 26 条 第 ５ 項 第 ４ 号 イ 及 び オ に 規 定 す る 者 に 該  

当 し な い こ と を 誓 約 す る 書 面  

(13)  申 請 者 が 、 条 例 第 26 条 第 ５ 項 第 ７ 号 及 び 第 ８ 号 に 該 当 し な い  

こ と を 誓 約 し 、 並 び に こ れ ら に つ い て 市 長 が 神 奈 川 県 警 察 本 部

長 に 照 会 す る こ と に 同 意 す る 書 面  

（ 仲 卸 業 者 の 事 業 の 譲 渡 し 及 び 譲 受 け 並 び に 合 併 及 び 分 割 の 認 可  

申 請 ）  

第 18 条  条 例 第 27 条 第 １ 項 の 認 可 を 受 け よ う と す る 者 は 、 次 に 掲 げ

る 事 項 を 記 載 し 、 か つ 、 譲 渡 し 及 び 譲 受 け （ そ れ ぞ れ 同 項 の 認 可

に 係 る も の に 限 る 。 ） に 係 る 全 て の 当 事 者 の 連 名 に よ る 申 請 書 を

市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

(1)  譲 渡 人 及 び 譲 受 人 の 名 称 及 び 所 在 地  

(2)  譲 り 渡 す 事 業 に 係 る 市 場 及 び 取 扱 品 目 の 部 類  

(3)  譲 渡 し 及 び 譲 受 け の 予 定 年 月 日  

(4)  譲 渡 し 及 び 譲 受 け を す る 理 由  

２  条 例 第 27 条 第 ２ 項 の 認 可 を 受 け よ う と す る 者 は 、 次 に 掲 げ る 事

項 を 記 載 し 、 か つ 、 合 併 又 は 分 割 （ そ れ ぞ れ 同 項 の 認 可 に 係 る も

の に 限 る 。 ） に 係 る 全 て の 当 事 者 の 連 名 に よ る 申 請 書 を 市 長 に 提

出 し な け れ ば な ら な い 。  

(1)  合 併 又 は 分 割 の 当 事 者 の 名 称 及 び 所 在 地  

(2)  合 併 後 存 続 す る 法 人 若 し く は 合 併 に よ り 設 立 さ れ る 法 人 又 は  

分 割 に よ り 市 場 に お け る 仲 卸 し の 業 務 を 承 継 す る 法 人 の 名 称 及

び 所 在 地  

(3)  合 併 又 は 分 割 に よ り 承 継 さ せ る 市 場 に お け る 仲 卸 し の 業 務 に  

係 る 市 場 及 び 取 扱 品 目 の 部 類  

(4)  合 併 又 は 分 割 の 方 法 及 び 条 件  

(5)  合 併 又 は 分 割 の 予 定 年 月 日  

(6)  合 併 又 は 分 割 を す る 理 由  

３  前 条 の 規 定 は 、 条 例 第 27 条 第 ４ 項 に お い て 準 用 す る 条 例 第 26 条

第 ４ 項 の 規 則 で 定 め る 書 類 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て

、 市 長 は 、 当 該 申 請 に 係 る 事 業 の 譲 渡 し 及 び 譲 受 け 又 は 法 人 の 合

併 若 し く は 分 割 の 方 法 、 内 容 等 に 応 じ 、 前 条 に 掲 げ る 書 類 に 加 え
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て 必 要 が あ る と 認 め る 書 類 の 添 付 を 求 め 、 又 は 必 要 が な い と 認 め

る 書 類 の 添 付 を 省 略 さ せ る こ と が で き る 。  

（ 仲 卸 業 者 章 の 交 付 等 ）  

第 19 条  市 長 は 、 仲 卸 業 者 が 条 例 第 29 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 保 証 金

を 預 託 し た と き は 、 仲 卸 業 者 章 （ 第 ３ 号 様 式 ） を 交 付 す る も の と

す る 。  

２  仲 卸 業 者 は 、 卸 売 業 者 の 行 う 卸 売 に 参 加 す る と き は 、 前 項 の 仲

卸 業 者 章 を 着 用 し な け れ ば な ら な い 。  

３  仲 卸 業 者 は 、 そ の 資 格 を 失 っ た と き は 、 直 ち に 、 第 １ 項 の 仲 卸

業 者 章 を 市 長 に 返 還 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 仲 卸 業 者 の 預 託 す べ き 保 証 金 の 額 ）  

第 20 条  条 例 第 30 条 第 １ 項 の 規 則 で 定 め る 保 証 金 の 額 は 、 次 の と お

り と す る 。  

(1)  本 場  

ア  青 果 部  ５ 万 円  

イ  水 産 物 部  ５ 万 円  

(2)  食 肉 市 場  

食 肉 部  施 設 使 用 料 月 額 の ３ 倍  

２  第 ８ 条 の 規 定 は 、 条 例 第 30 条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 条 例 第 14

条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 有 価 証 券 を も っ て 保 証 金 に 充 て る 場 合 に お

け る 当 該 有 価 証 券 の 価 額 に つ い て 準 用 す る 。  

（ 仲 卸 業 者 の 事 業 報 告 書 ）  

第 21 条  条 例 第 31 条 の 事 業 報 告 書 は 、 次 に 掲 げ る 書 類 に よ り 構 成 す

る も の と す る 。  

(1)  事 業 の 概 要 書  

(2)  貸 借 対 照 表  

(3)  損 益 計 算 書  

(4)  株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 又 は 社 員 資 本 等 変 動 計 算 書  

(5)  個 別 注 記 表  

（ 仲 卸 補 助 者 の 承 認 等 ）  

第 22 条  市 長 は 、 仲 卸 し の 業 務 の 適 正 か つ 健 全 な 運 営 を 確 保 す る た

め 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 仲 卸 業 者 の 申 請 に 基 づ き 、 仲 卸 補

助 者 （ 仲 卸 業 者 を 補 助 し て 卸 売 業 者 の 行 う 卸 売 に 参 加 す る 者 を い

う 。 以 下 同 じ 。 ） を 承 認 す る こ と が で き る 。  

２  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 承 認 を し た と き は 、 仲 卸 補 助 章 （ 第

４ 号 様 式 ） を 仲 卸 業 者 に 交 付 す る も の と す る 。  

３  仲 卸 補 助 者 は 、 卸 売 業 者 が 行 う 卸 売 に 参 加 す る と き は 、 前 項 の

仲 卸 補 助 章 を 着 用 し な け れ ば な ら な い 。  

４  仲 卸 業 者 は 、 仲 卸 補 助 者 で な く な っ た 者 が あ る と き は 、 直 ち に

、 そ の 者 に 係 る 仲 卸 補 助 章 を 市 長 に 返 還 し な け れ ば な ら な い 。  
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第 ３ 節  売 買 参 加 者 等  

（ 売 買 参 加 の 承 認 申 請 ）  

第 23 条  条 例 第 33 条 第 ４ 項 の 規 則 で 定 め る 書 類 は 、 次 に 掲 げ る も の

と す る 。  

(1)  申 請 者 が 法 人 で あ る 場 合  

ア  登 記 事 項 証 明 書  

イ  代 表 者 の 履 歴 書 及 び 代 表 者 に つ い て 市 区 町 村 長 が 発 行 す る

身 分 証 明 書  

ウ  貸 借 対 照 表  

エ  損 益 計 算 書  

オ  申 請 者 の 代 表 者 が 、 条 例 第 33 条 第 ５ 項 第 ４ 号 に 該 当 し な い

こ と を 誓 約 す る 書 面  

カ  申 請 者 が 、 条 例 第 33 条 第 ５ 項 第 ８ 号 及 び 第 ９ 号 に 該 当 し な

い こ と を 誓 約 し 、 並 び に こ れ ら に つ い て 市 長 が 神 奈 川 県 警 察

本 部 長 に 照 会 す る こ と に 同 意 す る 書 面  

(2)  申 請 者 が 個 人 で あ る 場 合  

ア  履 歴 書  

イ  住 民 票 記 載 事 項 証 明 書  

ウ  市 区 町 村 長 が 発 行 す る 身 分 証 明 書  

エ  資 産 調 書  

オ  申 請 者 が 、 条 例 第 33 条 第 ５ 項 第 ４ 号 に 該 当 し な い こ と を 誓

約 す る 書 面  

カ  申 請 者 が 、 条 例 第 33 条 第 ５ 項 第 ８ 号 及 び 第 ９ 号 に 該 当 し な

い こ と を 誓 約 し 、 並 び に こ れ ら に つ い て 市 長 が 神 奈 川 県 警 察

本 部 長 に 照 会 す る こ と に 同 意 す る 書 面  

（ 売 買 参 加 章 の 交 付 等 ）  

第 24 条  市 長 は 、 条 例 第 33 条 第 １ 項 の 承 認 を し た と き は 、 売 買 参 加

章 （ 第 ５ 号 様 式 ） を 当 該 申 請 者 に 交 付 す る も の と す る 。  

２  売 買 参 加 者 は 、 卸 売 業 者 の 行 う 卸 売 に 参 加 す る と き は 、 前 項 の

売 買 参 加 章 を 着 用 し な け れ ば な ら な い 。  

３  売 買 参 加 者 は 、 そ の 資 格 を 失 っ た と き は 、 直 ち に 、 第 １ 項 の 売

買 参 加 章 を 市 長 に 返 還 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 売 買 参 加 補 助 者 の 承 認 等 ）  

第 25 条  市 長 は 、 売 買 参 加 者 の 効 率 的 な 取 引 を 確 保 す る た め 必 要 が

あ る と 認 め る と き は 、 売 買 参 加 者 の 申 請 に 基 づ き 、 売 買 参 加 補 助

者 （ 売 買 参 加 者 を 補 助 し て 卸 売 業 者 の 行 う 卸 売 に 参 加 す る 者 を い

う 。 以 下 同 じ 。 ） を 承 認 す る こ と が で き る 。  

２  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 承 認 を し た と き は 、 売 買 参 加 補 助 章

（ 第 ６ 号 様 式 ） を 売 買 参 加 者 に 交 付 す る も の と す る 。  

３  売 買 参 加 補 助 者 は 、 卸 売 業 者 の 行 う 卸 売 に 参 加 す る と き は 、 前
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項 の 売 買 参 加 補 助 章 を 着 用 し な け れ ば な ら な い 。  

４  売 買 参 加 者 は 、 売 買 参 加 補 助 者 で な く な っ た 者 が あ る と き は 、

直 ち に 、 そ の 者 に 係 る 売 買 参 加 補 助 章 を 市 長 に 返 還 し な け れ ば な

ら な い 。  

（ 相 対 取 引 事 業 者 に 係 る 届 出 ）  

第 26 条  条 例 第 36 条 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し

た 書 面 に よ り 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

(1)  氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 又 は 所 在 地 並 び に 法 人 に あ っ て は 代 表  

者 の 氏 名  

(2)  主 た る 事 業 所 の 所 在 地 （ 相 対 取 引 事 業 者 が 個 人 で あ る 場 合 に  

限 る 。 ）  

第 ４ 節  関 連 事 業 者  

（ 関 連 事 業 者 の 取 扱 物 品 ）  

第 27 条  条 例 第 37 条 第 １ 項 第 １ 号 の 規 則 で 定 め る 物 品 は 、 食 料 品 、

飲 料 及 び 取 引 参 加 者 そ の 他 の 市 場 の 利 用 者 が 必 要 と す る 物 品 と す

る 。  

（ 関 連 事 業 者 の 規 則 で 定 め る 業 務 ）  

第 28 条  条 例 第 37 条 第 １ 項 第 ３ 号 の 規 則 で 定 め る 業 務 は 、 別 表 第 ３

の と お り と す る 。  

（ 関 連 事 業 者 の 数 の 最 高 限 度 ）  

第 29 条  条 例 第 37 条 第 ２ 項 の 規 則 で 定 め る 関 連 事 業 者 の 数 の 最 高 限

度 は 、 別 表 第 ４ の と お り と す る 。  

（ 関 連 事 業 の 許 可 申 請 ）  

第 30 条  条 例 第 37 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 許 可 を 受 け よ う と す る 者 は

、 申 請 書 に 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 、 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら

な い 。  

(1)  申 請 者 が 法 人 で あ る 場 合  

ア  定 款  

イ  登 記 事 項 証 明 書  

ウ  代 表 者 の 履 歴 書 及 び 写 真  

エ  役 員 名 簿  

オ  役 員 に つ い て 市 区 町 村 長 が 発 行 す る 身 分 証 明 書  

カ  貸 借 対 照 表  

キ  損 益 計 算 書  

ク  関 連 事 業 の 業 務 （ 条 例 第 37 条 第 １ 項 の 業 務 を い う 。 以 下 同

じ 。 ） を 始 め よ う と す る 日 が 属 す る 事 業 年 度 及 び 翌 事 業 年 度

の 事 業 計 画 書  

ケ  株 主 、 社 員 、 出 資 者 又 は 組 合 員 の 氏 名 又 は 名 称 及 び そ の 持

株 数 又 は 出 資 額 を 記 載 し た 書 面  

コ  申 請 者 が 、 条 例 第 37 条 第 ４ 項 第 ２ 号 に 該 当 し な い こ と を 誓
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約 す る 書 面  

サ  役 員 が 、 条 例 第 37 条 第 ４ 項 第 ２ 号 に 該 当 し な い こ と を 誓 約

す る 書 面  

シ  申 請 者 が 、 条 例 第 37 条 第 ４ 項 第 ７ 号 及 び 第 ８ 号 に 該 当 し な

い こ と を 誓 約 し 、 並 び に こ れ ら に つ い て 市 長 が 神 奈 川 県 警 察

本 部 長 に 照 会 す る こ と に 同 意 す る 書 面  

(2)  申 請 者 が 個 人 で あ る 場 合  

ア  履 歴 書  

イ  住 民 票 記 載 事 項 証 明 書  

ウ  写 真  

エ  印 鑑 証 明 書  

オ  市 区 町 村 長 が 発 行 す る 身 分 証 明 書  

カ  資 産 調 書  

キ  関 連 事 業 の 業 務 を 始 め よ う と す る 日 が 属 す る 事 業 年 度 及 び

翌 事 業 年 度 の 事 業 計 画 書  

ク  申 請 者 が 、 条 例 第 37 条 第 ４ 項 第 ２ 号 に 該 当 し な い こ と を 誓

約 す る 書 面  

ケ  申 請 者 が 、 条 例 第 37 条 第 ４ 項 第 ７ 号 及 び 第 ８ 号 に 該 当 し な

い こ と を 誓 約 し 、 並 び に こ れ ら に つ い て 市 長 が 神 奈 川 県 警 察

本 部 長 に 照 会 す る こ と に 同 意 す る 書 面  

（ 関 連 事 業 者 の 預 託 す べ き 保 証 金 の 額 ）  

第 31 条  条 例 第 39 条 第 ３ 項 の 規 則 で 定 め る 保 証 金 の 額 は 、 施 設 使 用

料 月 額 の ３ 倍 と す る 。  

２  第 ８ 条 の 規 定 は 、 条 例 第 39 条 第 ４ 項 に お い て 準 用 す る 条 例 第 14

条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 有 価 証 券 を も っ て 保 証 金 に 充 て る 場 合 に お

け る 当 該 有 価 証 券 の 価 額 に つ い て 準 用 す る 。  

（ 関 連 事 業 者 の 売 上 高 等 の 報 告 ）  

第 32 条  関 連 事 業 者 の う ち 販 売 業 を 営 む 者 は 、 前 月 中 に 販 売 し た 食

料 品 及 び 飲 料 の 数 量 及 び 金 額 に つ い て 、 条 例 第 40 条 第 １ 項 の 規 定

に 基 づ き 、 書 面 に よ り 、 毎 月 10 日 ま で に 市 長 に 報 告 し な け れ ば な

ら な い 。  

（ 関 連 事 業 者 の 事 業 報 告 ）  

第 33 条  条 例 第 40 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 報 告 は 、 書 面 に よ り 、 毎 事

業 年 度 終 了 後 90 日 以 内 に 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

２  第 21 条 （ 関 連 事 業 者 が 個 人 で あ る 場 合 に あ っ て は 、 同 条 第 ４ 号

を 除 く 。 ） の 規 定 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 報 告 書 の 作 成 に つ い て 準

用 す る 。  

第 ３ 章  売 買 取 引 及 び 決 済 の 方 法  

（ 受 託 拒 否 の 報 告 ）  

第 34 条  卸 売 業 者 は 、 省 令 第 ６ 条 各 号 に 掲 げ る 理 由 に よ り 卸 売 の た
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め の 販 売 の 委 託 の 申 込 み を 拒 否 し た と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記

載 し た 書 面 に よ り 、 拒 否 し た 日 の 翌 開 場 日 ま で に 市 長 に 報 告 し な

け れ ば な ら な い 。  

(1)  委 託 の 申 込 み を し た 者 の 氏 名 又 は 名 称  

(2)  委 託 の 申 込 み に 係 る 物 品 の 品 名 そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 事  

  項  

(3)  委 託 の 申 込 み を 拒 否 し た 理 由  

（ 売 買 取 引 の 方 法 ）  

第 35 条  条 例 第 44 条 第 １ 項 第 １ 号 の 規 則 で 定 め る 物 品 は 、 別 表 第 ５

の と お り と す る 。  

（ 物 品 の 配 列 ）  

第 36 条  卸 売 業 者 は 、 せ り 売 又 は 入 札 の 方 法 に よ り 卸 売 を す る 場 合

は 、 販 売 開 始 時 刻 以 前 に 仲 卸 業 者 及 び 売 買 参 加 者 が 下 見 が で き る

よ う に 、 現 品 又 は 見 本 を 卸 売 場 に 配 列 し な け れ ば な ら な い 。  

２  仲 卸 業 者 及 び 売 買 参 加 者 は 、 現 品 又 は 見 本 の 下 見 を 行 い 、 取 引

の 円 滑 化 に 努 め な け れ ば な ら な い 。  

（ 契 約 等 に 基 づ く 相 対 取 引 の 届 出 ）  

第 37 条  条 例 第 44 条 第 ２ 項 の 届 出 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 書

面 に よ り 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

(1)  物 品 の 品 名 、 出 荷 者 そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 事 項  

(2)  第 39 条 た だ し 書 の 規 定 に よ り 販 売 開 始 時 刻 以 前 に 卸 売 を す る  

場 合 は 、 そ の 理 由  

（ 相 対 取 引 の 承 認 申 請 ）  

第 38 条  条 例 第 44 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 承 認 を 受 け よ う と す る 卸 売

業 者 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書 を 市 長 に 提 出 し な け れ

ば な ら な い 。  

(1)  物 品 の 品 名 、 出 荷 者 そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 事 項  

(2)  相 対 取 引 を 行 う 理 由  

(3)  次 条 た だ し 書 の 規 定 に よ り 販 売 開 始 時 刻 以 前 に 卸 売 を す る 場  

合 は 、 そ の 理 由  

（ 販 売 開 始 時 刻 以 前 の 卸 売 の 禁 止 ）  

第 39 条  卸 売 業 者 は 、 販 売 開 始 時 刻 以 前 に 卸 売 を し て は な ら な い 。

た だ し 、 条 例 第 44 条 第 ２ 項 の 届 出 を 行 っ た 物 品 の 相 対 取 引 及 び 同

条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 承 認 を 受 け た 相 対 取 引 （ 同 項 第 １ 号 又 は 第

４ 号 に 掲 げ る 場 合 に 限 る 。 ） は 、 販 売 開 始 時 刻 以 前 に 卸 売 を す る

こ と が で き る 。  

（ 販 売 記 録 の 作 成 等 ）  

第 40 条  卸 売 業 者 は 、 そ の 許 可 に 係 る 取 扱 品 目 の 部 類 に 属 す る 物 品

の 卸 売 を し た と き は 、 そ の 日 の う ち に 、 品 名 、 出 荷 者 そ の 他 市 長

が 必 要 と 認 め る 事 項 を 記 載 し た 販 売 記 録 を 作 成 し な け れ ば な ら な
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い 。  

２  前 項 の 販 売 記 録 に は 、 一 連 番 号 を 付 し 、 卸 売 業 者 に お い て 適 正

に 管 理 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 受 託 契 約 約 款 ）  

第 41 条  条 例 第 47 条 第 ２ 項 の 規 則 で 定 め る 事 項 は 、 次 に 掲 げ る 事 項

と す る 。  

(1)  販 売 方 法 に 関 す る 事 項  

(2)  支 払 方 法 に 関 す る 事 項  

(3)  委 託 物 品 の 引 渡 し 及 び 受 領 に 関 す る 事 項  

(4)  受 託 物 品 の 保 管 に 関 す る 事 項  

(5)  受 託 物 品 の 手 入 れ 等 に 関 す る 事 項  

(6)  受 信 場 所 に 関 す る 事 項  

(7)  送 り 状 及 び 発 送 案 内 に 関 す る 事 項  

(8)  受 託 物 品 の 上 場 に 関 す る 事 項  

(9)  販 売 条 件 の 設 定 、 変 更 及 び 取 扱 方 法 に 関 す る 事 項  

(10)  委 託 の 解 除 、 委 託 替 及 び 再 委 託 に 関 す る 事 項  

(11)  条 例 第 49 条 第 ２ 項 第 ３ 号 の 委 託 手 数 料 の 額 に 関 す る 事 項  

(12)  条 例 第 49 条 第 ２ 項 第 ４ 号 の 委 託 者 の 負 担 と な る 費 用 に 関 す る  

事 項  

(13)  仕 切 り に 関 す る 事 項  

(14)  量 目 及 び 計 量 に 関 す る 事 項 （ 食 肉 部 の 卸 売 業 者 に 限 る 。 ）  

(15)  枝 肉 販 売 の 委 託 を 受 け た 家 畜 の 保 管 料 、 と 畜 に 係 る 経 費 、 検  

査 料 並 び に 原 皮 、 内 臓 そ の 他 の 副 産 物 の 販 売 方 法 及 び 販 売 予 定

価 格 に 関 す る 事 項 （ 食 肉 部 の 卸 売 業 者 に 限 る 。 ）  

(16)  人 の 健 康 を 損 な う お そ れ の あ る 物 品 の 販 売 の 留 保 に 関 す る 事   

  項  

(17)  食 品 の 表 示 に 関 す る 法 令 に 基 づ く 表 示 事 項 を 表 示 し て い な い  

物 品 の 取 扱 い に 関 す る 事 項  

(18)  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 重 要 な 事 項  

２  条 例 第 47 条 第 ４ 項 の 承 認 を 受 け よ う と す る 卸 売 業 者 は 、 前 項 に

掲 げ る 事 項 の う ち 変 更 し よ う と す る 事 項 及 び 変 更 予 定 年 月 日 を 記

載 し た 申 請 書 に 新 旧 対 照 表 を 添 え て 、 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら

な い 。  

（ 食 肉 部 の 特 例 ）  

第 42 条  食 肉 部 の 卸 売 業 者 は 、 成 牛 及 び 豚 の そ れ ぞ れ の 枝 肉 （ 輸 入

に 係 る も の を 除 く 。 ） に つ い て は 、 別 表 第 ６ に 定 め る 規 格 表 に よ

る 格 付 け を 受 け た も の で な け れ ば 卸 売 を し て は な ら な い 。  

２  前 項 の 格 付 け は 、 市 長 の 指 定 す る 格 付 け 機 関 が 行 う も の と す る  

 。  

（ 支 払 猶 予 の 特 約 ）  
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第 43 条  卸 売 業 者 は 、 条 例 第 52 条 第 １ 項 た だ し 書 の 特 約 に は 、 代 金

の 支 払 の 保 証 に つ い て 定 め る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。  

２  条 例 第 52 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載

し た 書 面 に よ り 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

(1)  相 手 方 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 又 は 所 在 地  

(2)  支 払 場 所 、 支 払 期 日 及 び 支 払 方 法  

(3)  契 約 期 間  

(4)  代 金 の 支 払 の 保 証 に つ い て 定 め た 場 合 は 、 そ の 内 容  

（ 卸 売 予 定 数 量 等 の 報 告 ）  

第 44 条  条 例 第 53 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 報 告 は 、 書 面 に よ り 、 販 売

開 始 時 刻 の １ 時 間 前 ま で に 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

２  条 例 第 53 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 報 告 は 、 書 面 に よ り 、 当 該 開 場

日 の 翌 開 場 日 の 正 午 ま で に 行 わ な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 市 長

が 指 定 す る 主 要 な 品 目 に 係 る 物 品 に つ い て は 、 そ の 物 品 の 卸 売 の

終 了 後 、 直 ち に 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

３  条 例 第 53 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 報 告 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 書 面

の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 記 載 し た 書 面 に よ

り 、 毎 月 10 日 ま で に 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

(1)  市 況 に 関 す る 報 告 書  卸 売 結 果 の 概 要 及 び 主 要 品 目 の 市 況  

(2)  売 上 高 月 計 表  卸 売 を し た 物 品 の 合 計 及 び 種 類 別 の 数 量 、 卸  

売 金 額 及 び 税 抜 き 卸 売 金 額 並 び に こ れ ら の 内 訳 表  

（ 開 設 者 に よ る 卸 売 予 定 数 量 等 の 公 表 ）  

第 45 条  条 例 第 55 条 の 規 定 に よ る 公 表 は 、 市 場 内 の 掲 示 場 に 掲 示 し

て 行 う も の と す る 。  

（ 市 場 外 に あ る 物 品 の 卸 売 に 関 す る 報 告 等 ）  

第 46 条  条 例 第 57 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 報 告 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を

記 載 し た 書 面 に よ り 、 速 や か に 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

(1)  卸 売 年 月 日  

(2)  卸 売 の 相 手 方 の 氏 名 又 は 名 称  

(3)  品 名 、 出 荷 者 そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 事 項  

(4)  数 量  

(5)  金 額  

(6)  保 管 及 び 引 渡 し の 方 法  

２  条 例 第 57 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載

し た 書 面 に よ り 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

(1)  保 管 場 所 を 設 置 し 、 変 更 し 、 又 は 廃 止 し た 年 月 日  

(2)  名 称 、 所 在 地 及 び 面 積  

(3)  卸 売 を 行 う 物 品  

（ 仲 卸 業 者 等 以 外 の 者 へ の 卸 売 に 関 す る 報 告 ）  

第 47 条  条 例 第 58 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 報 告 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を
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記 載 し た 書 面 に よ り 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

(1)  卸 売 年 月 日  

(2)  卸 売 の 相 手 方 の 名 称  

(3)  品 名 、 出 荷 者 そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 事 項  

(4)  数 量  

(5)  金 額  

(6)  仲 卸 業 者 、 売 買 参 加 者 及 び 相 対 取 引 事 業 者 以 外 の 者 へ の 卸 売  

を し た 理 由  

（ 受 託 物 品 の 受 領 通 知 ）  

第 48 条  卸 売 業 者 は 、 受 託 物 品 を 受 領 し た と き は 、 受 託 物 品 の 品 名

、 出 荷 者 そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 事 項 を 委 託 者 に 対 し て 、 速 や

か に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 受 領 し た 日 の 翌 日 ま で に

売 買 仕 切 書 を 発 送 す る と き は 、 こ の 限 り で な い 。   

第 ４ 章  市 場 施 設 の 使 用  

（ 施 設 の 使 用 指 定 申 請 ）  

第 49 条  条 例 第 64 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 指 定 を 受 け よ う と す る 者 は

、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書 を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら

な い 。  

(1)  氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 又 は 所 在 地 並 び に 法 人 に あ っ て は 代 表  

者 の 氏 名  

(2)  指 定 を 受 け よ う と す る 市 場 施 設 の 種 別 、 使 用 面 積 、 使 用 目 的  

及 び 使 用 期 間  

２  条 例 第 64 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 許 可 を 受 け よ う と す る 者 は 、 次

に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書 を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い

。  

(1)  氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 又 は 所 在 地 並 び に 法 人 そ の 他 の 団 体 に  

あ っ て は 代 表 者 の 氏 名  

(2)  許 可 を 受 け よ う と す る 市 場 施 設 の 種 別 、 使 用 面 積 、 使 用 目 的  

及 び 使 用 期 間  

３  前 項 の 申 請 書 に は 、 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 付 し な け れ ば な ら な い

。 た だ し 、 許 可 を 受 け よ う と す る 者 が 、 国 又 は 地 方 公 共 団 体 で あ

る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

(1)  申 請 者 が 法 人 そ の 他 の 団 体 で あ る 場 合  

ア  定 款 、 規 約 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 書 類  

イ  登 記 事 項 証 明 書 （ 申 請 者 が 法 人 で あ る 場 合 に 限 る 。 ）  

ウ  代 表 者 の 履 歴 書 及 び 写 真  

  エ  役 員 名 簿 （ 申 請 者 が 法 人 以 外 の 団 体 で あ る 場 合 に は 、 役 員  

   名 簿 及 び 会 員 名 簿 ）  

オ  貸 借 対 照 表 及 び 損 益 計 算 書 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 書 類  

カ  株 主 、 社 員 、 出 資 者 又 は 組 合 員 の 氏 名 又 は 名 称 及 び そ の 持
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株 数 又 は 出 資 額 を 記 載 し た 書 面 （ 申 請 者 が 法 人 で あ る 場 合 に

限 る 。 ）  

キ  申 請 者 が 、 条 例 第 64 条 第 ２ 項 各 号 に 該 当 し な い こ と を 誓 約

し 、 及 び こ れ ら に つ い て 市 長 が 神 奈 川 県 警 察 本 部 長 に 照 会 す

る こ と に 同 意 す る 書 面  

(2)  申 請 者 が 個 人 で あ る 場 合  

ア  履 歴 書  

イ  業 務 内 容 を 記 載 し た 書 面  

ウ  住 民 票 記 載 事 項 証 明 書  

エ  写 真  

オ  印 鑑 証 明 書  

カ  市 区 町 村 長 が 発 行 す る 身 分 証 明 書  

キ  資 産 調 書  

ク  申 請 者 が 、 条 例 第 64 条 第 ２ 項 各 号 に 該 当 し な い こ と を 誓 約

し 、 及 び こ れ ら に つ い て 市 長 が 神 奈 川 県 警 察 本 部 長 に 照 会 す

る こ と に 同 意 す る 書 面   

（ 施 設 の 使 用 期 間 等 ）  

第 50 条  市 場 施 設 の 使 用 期 間 は 、 次 に 掲 げ る と お り と す る 。  

(1)  条 例 第 64 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 指 定 を 受 け た 市 場 施 設  ３ 年  

以 内  

(2)  条 例 第 64 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 許 可 を 受 け た 市 場 施 設  １ 年  

以 内  

２  前 項 の 使 用 期 間 は 、 同 項 各 号 に 規 定 す る 期 間 を 超 え な い 範 囲 内

に お い て 更 新 す る こ と が で き る 。  

３  前 条 の 規 定 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 更 新 を 受 け よ う と す る 場 合 に

つ い て 準 用 す る 。  

（ 施 設 の 保 証 金 の 額 ）  

第 51 条  条 例 第 64 条 第 ５ 項 の 規 則 で 定 め る 保 証 金 の 額 は 、 施 設 使 用

料 月 額 の ３ 倍 と す る 。  

２  第 ８ 条 の 規 定 は 、 条 例 第 64 条 第 ６ 項 に お い て 準 用 す る 条 例 第 14

条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 有 価 証 券 を も っ て 保 証 金 に 充 て る 場 合 に お

け る 当 該 有 価 証 券 の 価 額 に つ い て 準 用 す る 。  

（ 施 設 の 現 状 変 更 承 認 申 請 ）  

第 52 条  条 例 第 66 条 第 １ 項 の 承 認 を 受 け よ う と す る 使 用 者 は 、 次 に

掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書 に 設 計 書 及 び 見 積 書 を 添 え て 、 市 長

に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

(1)  建 築 、 造 作 、 模 様 替 又 は 現 状 の 変 更 の 内 容  

(2)  建 築 、 造 作 、 模 様 替 又 は 現 状 の 変 更 を 行 う 理 由  

（ 工 事 の 施 行 ）  

第 53 条  市 長 は 、 市 場 施 設 の 整 備 そ の 他 管 理 上 必 要 が あ る と 認 め る
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と き は 、 使 用 者 が 使 用 す る 市 場 施 設 に つ い て 、 新 築 、 増 築 、 改 築

、 修 繕 等 の 工 事 を 施 行 す る こ と が で き る 。  

（ 保 健 衛 生 等 の 措 置 ）  

第 54 条  使 用 者 は 、 常 に 物 件 を 整 頓 し て 設 備 の 清 潔 の 保 持 に 努 め な

け れ ば な ら な い 。  

２  使 用 者 は 、 物 件 を 通 路 そ の 他 自 己 の 使 用 場 所 以 外 の 場 所 に 放 置

し 、 又 は 廃 棄 物 を 所 定 の 場 所 以 外 の 場 所 に 投 棄 し て は な ら な い 。  

３  使 用 者 は 、 そ の 使 用 す る 市 場 施 設 に 関 し て 、 保 健 衛 生 上 必 要 が

あ る と 認 め ら れ る 場 合 に は 、 適 宜 消 毒 等 の 予 防 措 置 を 執 ら な け れ

ば な ら な い 。  

（ 共 用 部 分 の 清 掃 又 は 消 毒 ）  

第 55 条  共 同 し て 市 場 施 設 又 は 物 件 を 使 用 す る ２ 人 以 上 の 使 用 者 （

以 下 「 共 同 使 用 者 」 と い う 。 ） は 、 当 該 市 場 施 設 又 は 物 件 の 清 掃

又 は 消 毒 を 連 帯 し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

２  共 同 使 用 者 は 、 清 掃 又 は 消 毒 の 責 任 者 、 費 用 の 分 担 の 方 法 そ の

他 必 要 な 事 項 を 定 め て 市 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

（ 措 置 等 の 代 行 ）  

第 56 条  使 用 者 が 前 ２ 条 に 規 定 す る 措 置 等 を 怠 っ た と き は 、 市 長 は

、 そ の 者 の 費 用 を も っ て 、 こ れ を 代 行 す る こ と が で き る 。  

（ 市 場 施 設 の 返 還 ）  

第 57 条  市 場 施 設 を 返 還 し よ う と す る 者 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載

し た 書 面 を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

(1)  氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 又 は 所 在 地 並 び に 法 人 そ の 他 の 団 体 に  

あ っ て は 代 表 者 の 氏 名  

(2)  返 還 す る 市 場 施 設 の 種 別 、 使 用 面 積 、 返 還 期 日 及 び 返 還 の 理  

  由  

（ 使 用 料 の 額 ）  

第 58 条  条 例 第 70 条 第 １ 項 の 規 則 で 定 め る 使 用 料 の 額 は 、 別 表 第 ７

に 定 め る 基 準 額 に  1.1 を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。  

（ 使 用 者 の 負 担 す る 費 用 ）  

第 59 条  条 例 第 70 条 第 ２ 項 の 市 長 が 指 定 す る 費 用 は 、 電 気 、 ガ ス 、

水 道 、 電 話 及 び 暖 房 の 費 用 そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 費 用 と す る

。  

（ 使 用 料 の 減 免 ）  

第 60 条  条 例 第 70 条 第 ３ 項 の 特 別 の 理 由 が あ る と 認 め る と き は 、 次

の い ず れ か に 該 当 す る と き と す る 。  

(1)  国 又 は 地 方 公 共 団 体 そ の 他 公 共 団 体 が 公 用 又 は 公 共 の 用 に 供  

す る た め 使 用 す る と き 。  

(2)  災 害 そ の 他 緊 急 事 態 の 発 生 に よ り 応 急 施 設 と し て 短 期 間 使 用  

さ せ る と き 。  
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(3)  地 震 、 火 災 等 の 災 害 に よ っ て 使 用 す る 市 場 施 設 の 全 部 又 は 一

部 を 使 用 で き な い と き 。  

(4)  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 市 長 が 特 に 必 要 と 認 め る と き 。  

２  条 例 第 70 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 使 用 料 の 減 免 を 受 け よ う と す る

者 は 、 市 場 施 設 の 種 別 及 び 面 積 並 び に 減 免 を 受 け よ う と す る 額 及

び 理 由 を 記 載 し た 申 請 書 を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 使 用 料 の 納 期 ）  

第 61 条  市 場 使 用 料 は 、 毎 月 分 を 翌 月 末 日 ま で に 納 付 し な け れ ば な

ら な い 。  

２  施 設 使 用 料 は 、 毎 月 分 を そ の 月 の 末 日 ま で に 納 付 し な け れ ば な

ら な い 。  

３  荷 送 人 、 荷 扱 人 又 は 受 取 人 が 通 過 貨 物 を 引 き 取 る 際 に 生 ず る 通

過 貨 物 使 用 料 は 、 毎 月 分 を 翌 月 末 日 ま で に 納 付 し な け れ ば な ら な

い 。  

（ 入 庫 禁 止 物 品 ）  

第 62 条  使 用 者 は 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る 物 品 を 、 冷 蔵 庫 に 入 庫

し て は な ら な い 。  

(1)  腐 敗 し て い る も の 又 は そ の お そ れ の あ る も の  

(2)  荷 造 り 又 は 容 器 が 不 完 全 で あ る も の  

(3)  他 の 入 庫 品 に 損 害 を 及 ぼ す お そ れ の あ る も の  

(4)  前 各 号 に 定 め る も の の ほ か 、 市 長 が 入 庫 を 不 適 当 と 認 め る も  

  の  

（ 出 庫 命 令 ）  

第 63 条  市 長 は 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 で 、 必 要 が あ る と 認

め る と き は 、 使 用 者 に 対 し 冷 蔵 庫 の 入 庫 品 の 全 部 又 は 一 部 の 出 庫

を 命 ず る こ と が で き る 。  

(1)  入 庫 品 が 前 条 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る に 至 っ た と き 。  

(2)  防 疫 そ の 他 管 理 上 必 要 が あ る と き 。  

 （ 入 庫 品 の 処 分 ）  

第 64 条  市 長 は 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に は 、 冷 蔵 庫 の 入 庫

品 を 売 却 そ の 他 の 方 法 に よ り 処 分 す る こ と が で き る 。  

(1)  前 条 の 規 定 に よ る 命 令 に 従 わ な い と き 。  

(2)  使 用 者 の 責 め に 帰 す べ き 理 由 に よ り 、 前 条 の 規 定 に よ る 命 令  

を 通 知 す る こ と が で き な い と き 。  

(3)  災 害 そ の 他 こ れ に 類 す る 事 由 に よ り 、 臨 機 の 処 置 を 必 要 と す  

る と き 。  

   第 ５ 章  監 督  

 （ 身 分 を 示 す 証 明 書 ）  

第 65 条  条 例 第 71 条 第 ３ 項 の 身 分 を 示 す 証 明 書 は 、 立 入 検 査 証 （ 第

７ 号 様 式 ） と す る 。  
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（ 改 善 措 置 命 令 に 係 る 財 産 状 況 の 基 準 ）  

第 66 条  条 例 第 72 条 第 ２ 項 第 １ 号 の 規 則 で 定 め る 率 は 、 １ と す る 。  

２  条 例 第 72 条 第 ２ 項 第 ２ 号 の 規 則 で 定 め る 率 は 、  0.1 と す る 。  

３  条 例 第 72 条 第 ２ 項 第 ３ 号 の 規 則 で 定 め る 連 続 す る 事 業 年 度 は 、

３ と す る 。  

第 ６ 章  雑 則  

（ 卸 売 業 者 に 事 故 が あ る と き の 処 置 ）  

第 67 条  卸 売 業 者 は 、 そ の 許 可 の 取 消 し 等 の 行 政 処 分 を 受 け た こ と

そ の 他 の 理 由 に よ り 卸 売 の 業 務 の 全 部 又 は 一 部 を 行 う こ と が で き

な く な っ た 場 合 は 、 直 ち に 、 未 販 売 の 受 託 物 品 の 種 類 、 数 量 、 委

託 者 、 そ の 他 受 託 に 関 す る 事 項 を 市 長 に 報 告 し な け れ ば な ら な い

。  

２  条 例 第 78 条 第 １ 項 （ 同 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。

） の 規 定 に よ り 、 卸 売 の 業 務 の 代 行 を 命 ぜ ら れ た 卸 売 業 者 は 、 直

ち に 、 そ の 旨 を 委 託 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

３  第 １ 項 の 規 定 は 、 市 場 に 到 着 し た 物 品 に つ い て 委 託 の 引 受 け を

す る 卸 売 業 者 が い な い 場 合 又 は 不 明 な 場 合 に つ い て 準 用 す る 。  

（ 掲 示 事 項 ）  

第 68 条  市 長 は 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に は 、 そ の 旨 を 市 場

内 の 掲 示 場 に 掲 示 す る も の と す る 。  

(1)  条 例 第 ５ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 休 場 日 に 開 場 し 、 又 は 休 場 日  

以 外 の 日 に 休 場 す る と き 。  

(2)  条 例 第 ６ 条 第 １ 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 開 場 の 時 間 を 変 更 す  

る と き 、 又 は 同 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 卸 売 の た め の 販 売 開 始 時

刻 若 し く は 販 売 終 了 時 刻 を 定 め た と き 。  

(3)  卸 売 、 仲 卸 し 及 び 関 連 事 業 の 業 務 を 許 可 し 、 そ の 業 務 の 一 部  

若 し く は 全 部 を 停 止 し 、 又 は そ の 許 可 を 取 り 消 し た と き 。  

(4)  条 例 第 11 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 卸 売 業 者 の 事 業 の 譲 渡 し 及 び  

譲 受 け を 認 可 し 、 又 は 同 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 卸 売 業 者 の 合 併

若 し く は 分 割 を 認 可 し た と き 。  

(5)  卸 売 業 者 、 仲 卸 業 者 及 び 関 連 事 業 者 が 業 務 を 開 始 し 、 休 止 し  

、 再 開 し 、 廃 止 し 、 又 は 名 称 を 変 更 し た と き 。  

(6)  条 例 第 20 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り せ り 人 の 登 録 を し た と き 、 又  

は 条 例 第 23 条 の 規 定 に よ り せ り 人 の 登 録 を 消 除 し た と き 。  

(7)  条 例 第 27 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 仲 卸 業 者 の 事 業 の 譲 渡 し 及 び  

譲 受 け を 認 可 し 、 又 は 同 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 仲 卸 業 者 の 合 併

若 し く は 分 割 を 認 可 し た と き 。  

(8)  条 例 第 33 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 売 買 参 加 者 の 承 認 を し た と き  

、 又 は 条 例 第 35 条 第 １ 項 若 し く は 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 売 買 参 加

者 の 承 認 を 取 り 消 し た と き 。   
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(9)  条 例 第 61 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 衛 生 上 有 害 な 物 品 の 売 買 を 差  

し 止 め 、 又 は 撤 去 を 命 じ た と き 。  

(10)  条 例 第 73 条 の 規 定 に よ る 処 分 を し た と き （ 第 ３ 号 に 該 当 す る  

場 合 を 除 く 。 ） 。  

(11)  市 場 に 関 す る 法 令 並 び に 条 例 及 び こ の 規 則 に 変 更 が あ っ た と  

き 。  

(12)  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 市 長 が 必 要 と 認 め る と き 。  

（ 委 任 ）  

第 69 条  こ の 規 則 の 施 行 に つ い て 必 要 な 事 項 は 、 市 場 担 当 理 事 が 定

め る 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 令 和 ２ 年 ６ 月 21 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  条 例 附 則 第 ４ 項 の 規 定 に 基 づ き 条 例 第 37 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ

く 許 可 と み な さ れ た 横 浜 市 中 央 卸 売 市 場 業 務 条 例 （ 昭 和 47 年 ３ 月

横 浜 市 条 例 第 18 号 ） 第 29 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き な さ れ た 許 可 の

う ち 、 こ の 規 則 に よ る 改 正 前 の 横 浜 市 中 央 卸 売 市 場 業 務 条 例 施 行

規 則 （ 以 下 「 旧 規 則 」 と い う 。 ） 別 表 第 ３ に 定 め る 本 場 に お け る

食 料 品 卸 売 業 及 び 必 要 品 販 売 業 並 び に 食 肉 市 場 に お け る 必 要 品 販

売 業 に 係 る こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 横 浜 市 中 央 卸 売 市 場 条 例 施 行

規 則 （ 以 下 「 新 規 則 」 と い う 。 ） 別 表 第 ４ の 適 用 に つ い て は 、 旧

規 則 別 表 第 ３ に 定 め る 本 場 に お け る 食 料 品 卸 売 業 及 び 必 要 品 販 売

業 に あ っ て は 新 規 則 別 表 第 ４ に 定 め る 本 場 に お け る 販 売 業 と 、 旧

規 則 別 表 第 ３ に 定 め る 食 肉 市 場 に お け る 必 要 品 販 売 業 に あ っ て は

新 規 則 別 表 第 ４ に 定 め る 食 肉 市 場 に お け る 販 売 業 と そ れ ぞ れ み な

す 。  

３  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 旧 規 則 の 規 定 に よ り 作 成 さ れ て い る 様

式 書 類 は 、 な お 当 分 の 間 、 適 宜 修 正 の 上 使 用 す る こ と が で き る 。  

４  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 交 付 さ れ て い る 旧 規 則 第 ５ 号 様 式 に よ

る せ り 人 登 録 証 、 旧 規 則 第 ６ 号 様 式 に よ る せ り 人 章 、 旧 規 則 第 11

号 様 式 か ら 第 11 号 様 式 の ３ ま で に よ る 仲 卸 業 者 章 、 旧 規 則 第 12 号

様 式 か ら 第 12 号 様 式 の ３ ま で に よ る 仲 卸 補 助 章 、 旧 規 則 第 25 号 様

式 及 び 第 25 号 様 式 の ２ に よ る 売 買 参 加 章 、 旧 規 則 第 26 号 様 式 及 び

第 26 号 様 式 の ２ に よ る 売 買 参 加 補 助 章 並 び に 旧 規 則 第 69 号 様 式 に

よ る 立 入 検 査 証 は 、 そ れ ぞ れ 新 規 則 第 １ 号 様 式 に よ る せ り 人 登 録

証 、 新 規 則 第 ２ 号 様 式 に よ る せ り 人 章 、 新 規 則 第 ３ 号 様 式 に よ る

仲 卸 業 者 章 、 新 規 則 第 ４ 号 様 式 に よ る 仲 卸 補 助 章 、 新 規 則 第 ５ 号

様 式 に よ る 売 買 参 加 章 、 新 規 則 第 ６ 号 様 式 に よ る 売 買 参 加 補 助 章

及 び 新 規 則 第 ７ 号 様 式 に よ る 立 入 検 査 証 と み な す 。  
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別 表 第 １ （ 第 ５ 条 ）  

市場  取扱品目の部類      年 間 の 卸 売 金 額   純 資 産 基 準 額  

本場  

   青 果 部  

50億円未満                  3,000万円  

50億円以上100億円未満         6,600万円  

100億円以上200億円未満       １億5,000万円  

200億円以上300億円未満       ２億7,000万円  

300億円以上400億円未満       ３億6,000万円  

400億円以上500億円未満       ４億5,000万円  

500億円以上700億円未満           ６億円  

700億円以上1,000億円未満      ７億5,000万円  

1,000億円以上            12億円  

  水 産 物 部  

50億円未満           3,000万円  

50億円以上100億円未満         6,600万円  

100億円以上200億円未満       １億5,000万円  

200億円以上300億円未満       ２億7,000万円  

300億円以上400億円未満        ３億6,000万円  

400億円以上500億円未満        ４億5,000万円  

500億円以上700億円未満            ６億円  

700億円以上1,000億円未満      ７億5,000万円  

1,000億円以上                  12億円  

   鳥 卵 部  

５億円未満                    100万円  

５億円以上10億円未満                  150万円  

10億円以上             450万円  

  50億円未満           1,000万円  
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  50億円以上100億円未満         2,200万円  

食肉  

市場  
   食 肉 部  

100億円以上200億円未満          5,000万円  

200億円以上300億円未満          9,000万円  

300億円以上400億円未満        １億2,000万円  

  400億円以上500億円未満       １億5,000万円  

  500億円以上                   ２億円  

（ 備 考 ）  

１  年 間 の 卸 売 金 額 は 、 前 事 業 年 度 の 実 績 （ ４ 月 １ 日 か ら 翌  

年 ３ 月 31 日 ま で ） に よ り 算 定 す る も の と す る 。  

２  市 場 に お け る 卸 売 の 業 務 を 開 始 し て か ら ２ 事 業 年 度 を 経  

過 し て い な い 者 に 係 る 年 間 の 卸 売 金 額 は 、 事 業 計 画 書 に よ  

り 算 定 す る も の と す る 。  

別 表 第 ２ （ 第 ７ 条 ）  

市場  取扱品目の部類      年 間 の 卸 売 金 額    保 証 金 の 額   

 

 

 

 

 

 

 

本場  

   青 果 部  

50億円未満                           300万円  

50億円以上100億円未満              400万円  

100億円以上200億円未満            800万円  

200億円以上300億円未満          1,200万円  

300億円以上                        1,600万円  

  水 産 物 部  

50億円未満                       300万円  

50億円以上100億円未満              400万円  

100億円以上200億円未満            800万円  

200億円以上300億円未満          1,200万円  

300億円以上400億円未満          1,600万円  

400億円以上500億円未満          2,000万円  

500億円以上                        2,400万円  
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     鳥 卵 部  

４億円未満                           120万円  

４億円以上８億円未満                 200万円  

８億円以上12億円未満                 300万円  

12億円以上                          400万円  

食肉  

市場  
   食 肉 部  

50億円未満                          200万円  

50億円以上80億円未満              300万円  

80億円以上110億円未満              400万円  

110億円以上150億円未満               600万円  

150億円以上                        800万円  

（ 備 考 ）  

１  年 間 の 卸 売 金 額 は 、 前 事 業 年 度 の 実 績 （ ４ 月 １ 日 か ら 翌  

年 ３ 月 31 日 ま で ） に よ り 算 定 す る も の と す る 。  

２  市 場 に お け る 卸 売 の 業 務 を 開 始 し て か ら ２ 事 業 年 度 を 経  

過 し て い な い 者 に 係 る 年 間 の 卸 売 金 額 は 、 事 業 計 画 書 に よ  

り 算 定 す る も の と す る 。  

別 表 第 ３ （ 第 28 条 ）  

市  場            関 連 事 業 者 の 業 務           

本  場  

加工業     

飲食営業    

金融業     

理容業     

運搬具類修理業 

食肉市場  

原皮及び内臓等取扱業  

飲食営業    

別 表 第 ４ （ 第 29 条 ）  

市  場      関 連 事 業 者 の 業 務     
    関連事業者の数 

    の最高限度（人）  
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本  場  

販売業             26  

買荷保管業           ９  

倉庫業             ２  

運送業             ６  

加工業             ８  

飲食営業            14  

金融業             ２  

理容業             １  

運搬具類修理業           １  

食肉市場  

販売業             １  

運送業             １  

原皮及び内臓等取扱業          ２  

飲食営業            １  

別 表 第 ５ （ 第 35 条 ）  

市  場   取扱品目の部類          物     品         

本  場  

  青 果 部  市内産の野菜及び果実（個選品に限る。）     

   水 産 物 部 

生鮮まぐろ類、朝網物（卸売される当日に水揚げさ  

れた生鮮水産物をいう。）その他生鮮水産物で市場  

担当理事が定めるもの              

食肉市場    食 肉 部  

牛及び豚の枝肉（卸売業者が生体で委託を受け、横  

浜市中央と畜場においてと畜解体されたものに限る  

。）                      

別 表 第 ６ （ 第 42 条 第 １ 項 ）  

規  格  表  

  品 名     品 種   性 別         規        格        

  め す  

Ａ―５  Ａ―４  Ａ―３  Ａ―２  Ａ―１  

Ｂ―５  Ｂ―４  Ｂ―３  Ｂ―２  Ｂ―１  
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 成牛枝肉  

  和  牛   

 

 

 

 Ｃ―５  Ｃ―４  Ｃ―３  Ｃ―２  Ｃ―１  

ぬ き  

Ａ―５  Ａ―４  Ａ―３  Ａ―２  Ａ―１  

Ｂ―５  Ｂ―４  Ｂ―３  Ｂ―２  Ｂ―１  

Ｃ―５  Ｃ―４  Ｃ―３  Ｃ―２  Ｃ―１  

お す  

Ａ―５  Ａ―４  Ａ―３  Ａ―２  Ａ―１  

Ｂ―５  Ｂ―４  Ｂ―３  Ｂ―２  Ｂ―１  

Ｃ―５  Ｃ―４  Ｃ―３  Ｃ―２  Ｃ―１  

  交雑種牛   

め す  

Ａ―５  Ａ―４  Ａ―３  Ａ―２  Ａ―１  

Ｂ―５  Ｂ―４  Ｂ―３  Ｂ―２  Ｂ―１  

Ｃ―５  Ｃ―４  Ｃ―３  Ｃ―２  Ｃ―１  

ぬ き  

Ａ―５  Ａ―４  Ａ―３  Ａ―２  Ａ―１  

Ｂ―５  Ｂ―４  Ｂ―３  Ｂ―２  Ｂ―１  

Ｃ―５  Ｃ―４  Ｃ―３  Ｃ―２  Ｃ―１  

お す  

Ａ―５  Ａ―４  Ａ―３  Ａ―２  Ａ―１  

Ｂ―５  Ｂ―４  Ｂ―３  Ｂ―２  Ｂ―１  

Ｃ―５  Ｃ―４  Ｃ―３  Ｃ―２  Ｃ―１  

  乳  牛   

め す  

Ａ―５  Ａ―４  Ａ―３  Ａ―２  Ａ―１  

Ｂ―５  Ｂ―４  Ｂ―３  Ｂ―２  Ｂ―１  

Ｃ―５  Ｃ―４  Ｃ―３  Ｃ―２  Ｃ―１  

ぬ き  

Ａ―５  Ａ―４  Ａ―３  Ａ―２  Ａ―１  

Ｂ―５  Ｂ―４  Ｂ―３  Ｂ―２  Ｂ―１  

Ｃ―５  Ｃ―４  Ｃ―３  Ｃ―２  Ｃ―１  

お す  

Ａ―５  Ａ―４  Ａ―３  Ａ―２  Ａ―１  

Ｂ―５  Ｂ―４  Ｂ―３  Ｂ―２  Ｂ―１  

Ｃ―５  Ｃ―４  Ｃ―３  Ｃ―２  Ｃ―１  
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 その他の牛  

め す  

Ａ―５  Ａ―４  Ａ―３  Ａ―２  Ａ―１  

Ｂ―５  Ｂ―４  Ｂ―３  Ｂ―２  Ｂ―１  

Ｃ―５  Ｃ―４  Ｃ―３  Ｃ―２  Ｃ―１  

ぬ き  

Ａ―５  Ａ―４  Ａ―３  Ａ―２  Ａ―１  

Ｂ―５  Ｂ―４  Ｂ―３  Ｂ―２  Ｂ―１  

Ｃ―５  Ｃ―４  Ｃ―３  Ｃ―２  Ｃ―１  

お す  

Ａ―５  Ａ―４  Ａ―３  Ａ―２  Ａ―１  

Ｂ―５  Ｂ―４  Ｂ―３  Ｂ―２  Ｂ―１  

Ｃ―５  Ｃ―４  Ｃ―３  Ｃ―２  Ｃ―１  

豚 枝 肉    極 上   上   中   並  等 外  

 （ 備 考 ）  

   成 牛 と は 、 生 後 １ 年 以 上 の 牛 を い う 。  

別 表 第 ７ （ 第 58 条 ）  

市 場     種      別              基 準 額          

 

共通  

市場使  

用料  

卸売業者市場  

使用料    

青 果 部 月額 税抜き卸売金額（当該月における  

        税抜き卸売金額をいう。以下同じ  

        。）の1,000分の2.5        

水産物部  同  同                

鳥 卵 部  同  税抜き卸売金額の1,000分の１    

仲卸業者市場  

使用料    

月額 仲卸業者が条例第60条第２項の規定に基づき  

   買い入れた物品の販売金額（当該月における  

   販売金額をいう。以下同じ。）の1,000分の  

   2.5                    

 関連事業者市  

場使用料   
月額 生鮮食料品等の販売金額の1,000分の１     

施設使  

用料  

関連事業者店  

舗使用料   

１平方メートルにつき 月額            

甲 1,800円 乙 1,730円 丙 1,000円       

福利厚生施設  

使用料    

１平方メートルにつき 月額            

甲 500円 乙 460円               

駐車場使用料  １平方メートルにつき 月額 600円         

通過貨物使用料    青果物（漬物を含む。）10キログラムにつき ２円  
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本  

場  

  
 水産物        同         ４円  

鳥卵物        同         ４円  

青果部  
施設使  

用料  

卸売業者売場  

使用料    
１平方メートルにつき 月額 250円         

卸売業者低温  

売場使用料  
１平方メートルにつき 月額 720円         

仲卸業者売場  

使用料    
１平方メートルにつき 月額 1,360円        

事務室使用料  
１平方メートルにつき 月額            

甲 1,650円 乙 1,000円 丙 830円        

屋上屋外使用  

料      
１平方メートルにつき 月額 500円         

配送センター  

使用料    
１平方メートルにつき 月額 610円         

倉庫使用料  １平方メートルにつき 月額 1,250円        

発酵室使用料  １平方メートルにつき 月額 190円         

加工処理場使  

用料     
１平方メートルにつき 月額 1,530円        

冷蔵庫使用料  
１平方メートルにつき 月額            

甲 1,760円 乙 1,300円             

水産物  

部・鳥  

卵部  

施設使  

用料  

卸売業者売場  

使用料    

１平方メートルにつき 月額            

特甲Ａ 280円 特甲Ｂ 330円           

仲卸業者売場  

使用料    
１平方メートルにつき 月額 1,860円        

 
事務室使用料  

１平方メートルにつき 月額            

特甲Ａ 1,500円 特甲Ｂ 1,000円         

 屋上屋外使用  

料      

１平方メートルにつき 月額            

特甲 460円 甲 70円               

配送センター  

使用料    

１平方メートルにつき 月額            

特甲Ａ 600円 特甲Ｂ 530円 特甲Ｃ 900円    

倉庫使用料  
１平方メートルにつき 月額            

特甲Ａ 1,490円 特甲Ｂ 1,000円         

加工処理場使  

用料     
１平方メートルにつき 月額 1,600円        

冷蔵庫使用料  
１平方メートルにつき 月額            

特甲 910円 甲 620円              

廃棄物処理施  

設使用料   
１平方メートルにつき 月額 1,490円        
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食肉部  

市場使  

用料  

卸売業者市場  

使用料    
月額 税抜き卸売金額の1,000分の２         

仲卸業者市場  

使用料    

月額 仲卸業者が条例第60条第２項の規定に基づき  

   買い入れた物品の販売金額の1,000分の2.5   

関連事業者市  

場使用料   
月額 生鮮食料品等の販売金額の1,000分の１     

食  

肉  

市  

場  

 

 

 

 

 

 

施設使  

用料  

卸売業者売場  

使用料    
１平方メートルにつき 月額 40円         

仲卸業者売場  

使用料    
１平方メートルにつき 月額 1,490円        

関連事業者店  

舗使用料   

１平方メートルにつき 月額            

甲 490円 乙 350円 丙 250円 丁 130円    

事務室使用料  
１平方メートルにつき 月額            

甲 540円 乙 390円 丙 280円 丁 200円    

仲卸棟事務室  

使用料    
１平方メートルにつき 月額 1,590円        

屋上屋外使用  

料   
１平方メートルにつき 月額 50円         

買荷保管所使  

用料     
１平方メートルにつき 月額 1,560円        

仲卸業者買荷  

保管所使用料  
１平方メートルにつき 月額 2,020円        

倉庫使用料  
１平方メートルにつき 月額            

甲 220円 乙 160円 丙 80円          

冷蔵庫使用料  

１平方メートルにつき 月額            

ＳＡ級 2,800円 Ｃ級 1,100円          

副生物冷蔵庫 2,670円               

小動物冷蔵庫 1,850円               

仲卸業者冷蔵  

庫使用料   

１平方メートルにつき 月額            

ＳＡ級 4,660円 Ｃ級 3,970円          

福利厚生施設  

使用料    
１平方メートルにつき 月額 1,540円        

駐車場使用料  １平方メートルにつき 月額 300円         

通過貨物使用料    
大動物 10キログラムにつき 20円         

小動物 同         10円         

 （ 備 考 ）  

１  基 準 額 を 算 出 す る 基 礎 と な る 面 積 が １ 平 方 メ ー ト ル 未 満  

の と き 、 又 は そ の 面 積 に １ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の 端 数 が あ る  

と き は 、 そ の 面 積 又 は 端 数 面 積 を １ 平 方 メ ー ト ル と し て 計  
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算 す る 。  

２  基 準 額 を 算 出 す る 基 礎 と な る 期 間 が １ 箇 月 未 満 の と き 、  

   又 は そ の 期 間 に １ 箇 月 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 期 間  

又 は 端 数 期 間 に 係 る 使 用 料 の 額 は 、 日 割 を も っ て 算 出 す る  

   。  

３  通 過 貨 物 使 用 料 の 基 準 額 を 算 出 す る 基 礎 と な る キ ロ グ ラ  

ム 数 が 10 キ ロ グ ラ ム 未 満 の と き 、 又 は そ の キ ロ グ ラ ム 数 に  

10 キ ロ グ ラ ム 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の キ ロ グ ラ ム 数  

又 は 端 数 キ ロ グ ラ ム 数 を 10 キ ロ グ ラ ム と し て 計 算 す る 。  

  ４  「 販 売 金 額 」 は 、 消 費 税 額 及 び 地 方 消 費 税 額 を 含 ま な い  

   。  

５  基 準 額 の 欄 中 の 「 特 甲 」 、 「 特 甲 Ａ 」 、 「 特 甲 Ｂ 」 、 「  

特 甲 Ｃ 」 、 「 甲 」 、 「 乙 」 、 「 丙 」 及 び 「 丁 」 の 区 分 は 、  

施 設 の 建 設 年 度 そ の 他 の 事 情 を 考 慮 し て 市 長 が 別 に 定 め る  

   。  

６  基 準 額 の 欄 中 の 「 Ｓ Ａ 級 」 及 び 「 Ｃ 級 」 の 区 分 は 、 冷 蔵  

庫 の 能 力 そ の 他 の 事 情 を 考 慮 し て 市 長 が 別 に 定 め る 。  
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第１号様式（第 12 条第１項） 

（表） 
契印 

登録番号      
 

せり人登録証 
 

所属市場 
取扱品目の部類 
所属卸売業者名 
氏  名 

 
上記の者は、横浜市中央卸売市場条例第20条第１項の登録を受けた

せり人であることを証明します。 

 
年  月  日 

横浜市長            □印  

（有効期間   年  月  日から   年  月  日まで） 

 
写真 
縦 35mm 
横 25mm 

（Ａ７） 
（裏） 

１ 関係人がこの証の提示を求めたときは、いつでもこれを提示してください。 

２ この証は、他人に貸与し、又は譲渡することはできません。 

 

横浜市中央卸売市場条例（抜粋） 

（せり人章の着用） 

第24条 せり人は、卸売のせりに従事するときは、規則で定めるせり人章を着用しなければ

ならない。 

（監督処分） 

第73条 （第１項省略） 

２ 市長は、せり人が次のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は６箇月以

内の期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。 

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反したとき。 

(2) せり人が、せり売に関して委託者若しくは仲卸業者若しくは売買参加者と通じて不当な 

処置をなし、又はこれらの者をして談合その他の不正行為をさせたとき。 

(3) せり人がその職務に関して委託者又は仲卸業者若しくは売買参加者から金品その他の 

利益を収受したとき。 

(4) その他市場においてせり人としての職務に公正を欠く行為があったと認めたとき。 

（第３項省略） 
 

 
契 

 

印 
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第２号様式（第 12 条第２項） 

 
せり人章 

 

 
横浜市のマークは白 
文字は黒 
その他は緑 
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第３号様式（その１）（第 19 条第１項）  

仲卸業者章  

 

            縦  5.5 センチメートル  

            横  11 センチメートル  

            横浜市のマーク及び文字は白  

            中央には仲卸業者の略称及び一連番号を白で付す。  

            地は赤  

 

 

第３号様式（その２）（第 19 条第１項）  

仲卸業者章  

 

            縦  ５センチメートル  

            横  11 センチメートル  

            横浜市のマーク及び文字は黒  

            中央には仲卸業者の商号又は番号を黒で付す。  

            地は黄  

 

  

横浜市中央卸売市場本場 

横 浜 市 中 央 卸 売 市 場 本 場 

青果部仲卸業者章 

水 産 物 部 仲 卸 業 者 章 
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第３号様式（その３）（第 19 条第１項）  

 

仲卸業者章  

 

         縦  ５センチメートル  

         横  11 センチメートル  

         横浜市のマーク及び文字は赤  

         中央には仲卸業者の商号又は番号を青で付す。  

         地は白  
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第４号様式（その１）（第 22 条第２項）  

仲卸補助章  

 

         縦  5.5 センチメートル  

         横  11 センチメートル  

         横浜市のマーク及び文字は白  

         中央には仲卸業者の略称及び一連番号を白で付す。  

         地は赤  

 

 

 

第４号様式（その２）（第 22 条第２項）  

仲卸補助章  

 

      縦  ５センチメートル  

      横  11 センチメートル  

      横浜市のマーク及び文字は黒  

      中央には仲卸業者の商号又は番号を黒で付す。  

      地は青  

 

 

青果部仲卸補助章 

横浜市中央卸売市場本場 

水 産 物 部 仲 卸 補 助 章 

横 浜 市 中 央 卸 売 市 場 本 場 
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第４号様式（その３）（第 22 条第２項）  

 

仲卸補助章  

 

        縦  ５センチメートル  

        横  11 センチメートル  

        横浜市のマーク及び文字は青  

        中央には仲卸業者の商号又は番号を赤で付す。  

        地は白  
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第５号様式(第24条第１項) 

売買参加章 

 

      縦 5.2センチメートル 

      横 10センチメートル 

      横浜市のマーク及び文字は、青果部にあっては黒、水産物部及び食肉部にあっては赤 

      中央には売買参加者の商号又は番号を付す。 
      枠色は、青果部にあっては緑、水産物部にあっては青、食肉部にあっては薄桃色 

地は白 
 
 
 
第６号様式(第25条第２項) 

売買参加補助章 

 

      縦 5.2センチメートル 

      横 10センチメートル 

      横浜市のマーク及び文字は、青果部にあっては黒、水産物部及び食肉部にあっては赤 

      中央には売買参加者の商号又は番号を付す。 
      枠色は、青果部にあっては緑、水産物部にあっては青、食肉部にあっては薄桃色 
      地は白 
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第７号様式（第 65 条） 

（表） 

立 入 検 査 証         第   号  

職及び氏名             

 上記の者は、横浜市中央卸売市場条例第71条第１項及び第２項の規定による立入

検査に従事する職員であることを証明します。 

 

写 真 
縦35mm 
横25mm 

  

年   月   日 

横浜市長       印 

押

出 

ス
タ
ン
プ

   

（Ａ７） 
(裏) 

横浜市中央卸売市場条例（抜粋） 

（報告及び検査） 
第71条 市長は、市場業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認める

ときは、卸売業者、仲卸業者又は関連事業者に対し、その業務若しくは財産に関し

報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、これらの者の事務所その他の業

務を行う場所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他

の物件を検査させることができる。 

２ 市長は、市場施設の適正な使用を確保するため必要があると認めるときは、使用

者に対し、指定若しくは許可を受けた市場施設の使用に関し報告若しくは資料の提

出を求め、又はその職員に、これらの市場施設に立ち入り、その使用状況を検査さ

せることができる。 

３ 前２項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関

係人に提示しなければならない。 

４ 第１項又は第２項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められた

ものと解してはならない。 

 
 
 
 




